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１． 趣 旨

大学等の教育・保育実習生受け入れにあたり、幼稚園・保育所・認定こども園の正常な運営を確保
するため、本要項を定める。

２． 受け入れの条件

(1) 教育・保育実習の期間は、大学・校種と協議を行い、基本４週間以内とする。
(2) 教育・保育実習生を受け入れる幼稚園・保育所・認定こども園においては、教育・保育活動におけ
る実務的な指導を担当するものであり、教育・保育実習に必要な基礎的知識・技能は、大学等にお
いてその指導を徹底する。

(3) 教育・保育実習上の連絡、実習生の指導については、大学等の担当教官があたるものとする。
(4) 幼稚園・保育所・認定こども園に配当される教育･保育実習生の数は極力制限し、教育委員会事務
局教育推進部教育保育課（以下、教育委員会）が教育・保育実習生の受け入れ先である幼稚園・保
育所・認定こども園及び実習時期を決定する。

(5) 川西市立幼稚園・保育所・認定こども園が受け入れる教育・保育実習生は、次の各項に該当するこ
とを原則とする。

① 川西市内の在住者であること
② 川西市立幼稚園・保育所・認定こども園・学校の出身者
③ 川西市内にて勤務を希望する者
(6) 教育・保育実習生の受け入れは、次の手続きによる。（手続き図を参照のこと）
① あらかじめ、大学等が教育・保育実習生受け入れについて、教育委員会に申請する。
② 教育委員会より、大学等に実施年度 4月に「教育・保育実習生受け入れ承諾書」を交付する。
(7) 教育・保育実習生の実習期間中の災害及び往復途上での災害については、実習生本人及び大学等が
すべての責任を負うものとし、幼稚園・保育所・認定こども園及び市教委は何らの責任を負わない
ものとする。

(8) 教育・保育実習生が実習期間中、幼稚園・保育所・認定こども園又は第三者に与えた損害等につい
ては、実習生本人及び大学等がすべての責任を負うものとし、幼稚園・保育所・認定こども園及び
教育委員会は何らの責任を負わないものとする。

(9) 大学等は、上記の災害等に備えるため、大学等の責任において実習生に傷害保険及び賠償責任保険
に加入させるものとする。



３． 教育・保育実習生について

(1) 教育・保育実習にあたっては、園所長の指導監督のもとに教育・保育実習を実施するものとする。
(2) 教育・保育実習中に実習生が事故により災害を受けた場合、その補償は大学等で配慮するものとす
る。

(3) 教育・保育実習期間中に園所長が実習生としてふさわしくないと判断した場合には、教育・保育実
習許可を取り消し、実習を打ち切るものとする。

(4) 教育・保育実習生の諸費等については、教育・保育実習生の個人負担とする。
(5) 教育・保育実習生は体調管理に留意し、発熱等体調の悪い時は実習を控える。
(6) 麻疹等伝染性疾患の抗体の有無等は大学で配慮するものとする。また、大学等の健康診断結果と直
近の検便結果（保育所・認定こども園で実習する場合）を提出する。

４． 留意点

(1) 本市では、大学等からの教育・保育実習の費用については１日 1,000 円とし、大学等と「川西市幼
稚園・保育所・認定こども園教育・保育実習に関する契約書」を締結し徴収する。

(2) 教育・保育実習の前後で体験実習等が必要な場合は、事前に教育委員会に届出をすること。
(3) 設立初年度の幼稚園・保育所・認定こども園については、実習を受け入れないものとする。



教育・保育実習依頼（承諾）手続き
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担当課
川西市教育委員会事務局 教育推進部 教育保育課
TEL０７２－７４０－１２５４

【川西市における教育・保育実習】

大 学 等 実 習 生

川西市教育委員会
幼稚園
保育所

認定こども園

③大学等より実
習依頼文書等必
要書類を送付

⑤大学等に教育委員会
より「承諾書」を交付
※実施年度の 4 月より
交付

④教育委員会が、幼稚
園・保育所・認定こども
園と調整を行い、実習園
所を決定

⑥実習実施

⑨実習費請求

⑩実習費支払い

②新規申請大学等は、契約を締結
する

①大学等より
実習依頼のTEL

⑦実習後、出席簿のコ
ピーを提出

⑧実習後、実習簿等
を送付


